
京都大学東京オフィス規程

（趣旨）

第１条 この規程は、京都大学東京オフィス（以下「東京オフィス」という ）の管理運。

営に関し必要な事項を定めるものとする。

（目的）

第２条 東京オフィスは、京都大学（以下「本学」という ）の東京地区における情報の。

収集及び発信の拠点として、社会との連携及び同窓生との交流を図り、本学における研

究教育の推進及び社会貢献に寄与することを目的とする。

（位置）

第３条 東京オフィスの位置は、次のとおりとする。

東京都港区港南２丁目１５番１号 品川インターシティＡ棟２７階

（利用者）

第４条 東京オフィスを利用することのできる者（以下「利用者」という ）は、 次の。

各号に掲げる者とする。

( ) 本学の役員及び教職員1
(2) 本学の役員経験者及び教職員経験者

(3) 本学の学生

(4) 本学の卒業生

(5) その他管理責任者が適当と認める者

（施設）

第５条 東京オフィスに、会議室、特別応接室、ラウンジその他の施設を置く。

（管理責任者）

第６条 東京オフィスに管理責任者を置き、総長が指名する者をもって充てる。

（休館日）

第７条 東京オフィスの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日

(3) １２月２８日から翌年１月３日まで

(4) ６月１８日（創立記念日）

２ 前項の規定にかかわらず、管理責任者が特に必要と認めたときは、臨時に休館又は開

館することがある。

（開館時間）

第８条 東京オフィスの開館時間は、午前１０時から午後６時までとする。

２ 前項の規定にかかわらず、管理責任者が特に必要と認めたときは、その時間を延長又

は短縮することがある。

（会議室の使用）

第９条 会議室は、次の各号に掲げる行事に使用するものとする。

(1) 本学又は部局の会議、式典その他の行事



(2) 第４条第１号、第２号、第４号又は第５号に該当する者が主催若しくは共催又は幹

事等となりその開催に関与する国際会議、講演会、研究会、研修会、式典その他の行

事

(3) その他管理責任者が適当と認める行事

（会議室の使用時間）

第１０条 会議室の使用時間は、午前１０時から午後６時までとする。ただし、管理責任

者が特に適当と認めた場合には、開館日以外の使用又は使用時間の延長を許可すること

がある。

（使用申請及び許可）

第１１条 会議室を使用しようとする場合は、あらかじめ管理責任者にその使用を申請し

て、許可を受けなければならない。

２ 第４条第３号及び第５号に掲げる者の申請に際しては、本学の役員又は教職員の紹介

を要する。

３ 管理責任者は、第１項の許可に際し必要と認めるときは、当該使用について必要な条

件を付すものとする。

４ 第１項の許可を受けた者は、当該使用に関し責任者（以下「使用責任者」という ）。

となる。

５ 第２項の規定により紹介者となった役員又は教職員は、当該使用責任者がこの規程に

従わない場合は、当該使用責任者に連絡若しくは必要な指導等を行い、又はその責務を

代行しなければならない。

６ 使用責任者は、使用の許可を受けた後において、使用日時を変更し、又は使用を取り

止める場合は、速やかに管理責任者に申し出て、その許可を受けなければならない。

７ 第１項又は前項の申請は、当該使用しようとする日（複数日に連続してまたがる場合

はその最初の日）の原則６ヶ月前から３日前までに所定の申請書を管理責任者に提出し

なければならない。

８ 前各項に定めるもののほか、会議室の使用申請及び許可に関し必要な事項は、管理責

任者が定める。

（使用許可書の交付）

第１２条 管理責任者は、前条第１項又は第６項の許可をしたときは、所定の許可書等を

当該申請者に交付するものとする。

２ 管理責任者は、前項の書類の交付時に、当該使用に関する注意事項を通知するものと

する。

（使用責任者の責務）

第１３条 使用責任者は、会議室の使用に際し、この規程及び管理責任者が別に定める施

設使用上の諸規定並びに次の各号に掲げる事項を遵守し、適正に使用するとともに当該

使用に係る利用者に対してもその遵守を図らなければならない。

(1) 施設及びその設備､備品等の保全に努めること｡

(2) 使用を許可された目的以外に使用しないこと｡

(3) 使用を許可された会議室及びその設備､備品等を他の者に一部又は全部を転貸しな

いこと｡



(4) 使用を許可された会議室及びその設備､備品等に特別の工作をし､又は原状を変更し

ないこと｡ただし､管理責任者が許可する場合を除く｡

(5) その他管理責任者が指示する事項

（使用許可の取消等）

第１４条 管理責任者は、次の各号の一に該当する場合、会議室の使用許可を取り消し、

又は使用を中止させることができる。

(1) 使用責任者がこの規程に違反し､又は違反するおそれがあると管理責任者が認める

とき｡

(2) 使用責任者が､使用申請書に虚偽の申請をしたとき｡

(3) 本学において､管理上の事由が生じたとき｡

２ 前項第１号又は第２号により使用の許可を取り消し、又は使用を中止させたことによ

って損害が生じた場合があっても、本学はその責めを負わない。

（施設使用料）

第１５条 使用責任者は、本学の指定する方法により、施設使用料を納付しなければなら

ない。

２ 施設使用料の額は、別表に定める額とする。

３ 一旦納付された施設使用料は、返還しない。ただし、本学の都合により使用許可を取

り消し、又は中止した場合は、施設使用料の全部又は一部を返還する。

（原状回復）

第１６条 使用責任者は、当該施設の使用を終えたとき（第１４条の規定により使用を中

止した場合を含む ）は、直ちに原状に回復して返還しなければならない。。

２ 使用責任者が原状回復の義務を履行しないときは、管理責任者は、使用責任者の負担

においてこれを行うことができる。この場合使用責任者は、管理責任者に異議を申し立

てることができない。

（損害賠償）

第１７条 東京オフィスの利用者（会議室にあっては、使用責任者）は、その責に帰すべ

き事由により東京オフィスの施設、設備又は物品を滅失、破損又は汚損したときは、そ

の損害を賠償しなければならない。

（随時立入）

第１８条 管理責任者又はその命を受けて東京オフィスの管理事務を行う者は、その管理

上の必要があるときは、利用の如何にかかわらず、東京オフィスの施設に随時立ち入る

ことができる。

（禁止行為）

第１９条 東京オフィスにおいては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 所定の場所以外に文書、図画等を掲示すること。

(2) 立看板、プラカード等を設置すること。

(3) 東京オフィスの美観を損ね、又は他人に迷惑を及ぼす行為を行うこと。

(4) その他品川インターシティＡ棟管理者が別途定める行為

２ 管理責任者は、前項の規定に違反する事実を発見したときは、当該掲示物等の撤去若

しくは行為の中止を命じ、又は当該掲示物等の撤去その他必要な措置を講じるものとす



る。

（事務）

第２０条 東京オフィスの管理運営に関する事務は、総務部総務課において処理する。

（その他）

第２１条 この規程に定めるもののほか、東京オフィスの施設の利用その他に関し必要な

事項は、管理責任者が定める。

附 則

１ この規程は、平成２１年９月１２日から施行する。

２ 第７条、第８条、第１０条及び第１５条の規定にかかわらず、平成２１年９月１２日

から平成２１年１１月３０日までの間は、東京オフィスの利用促進のための試行運用期

間とし、開館日、開館時間その他東京オフィスの利用促進に関し必要な事項は、管理責

任者が定めるものとする。

別表

京都大学東京オフィス施設使用料

施 設 名 使用料（円 （１時間当たり））

会議室（１） ４，８３０

会議室（２） ４，８３０

会議室（３） ７，６６５

、 （ 。） 、１ 上記表中の使用料は １時間の施設使用に係る金額 消費税相当額を含む であり

これに当該施設使用時間数を乗じた金額を施設使用料とする。

２ １時間未満の施設使用及び１時間を超える施設使用に係る１時間未満の端数について

は、それぞれ１時間の施設使用として、施設使用料を算出するものとする。

３ 複数の施設を使用する場合については、各施設の使用料を合算した金額を施設使用料

とする。


